
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 株式会社紀の川建設 R2.11.3
20000046 泰良　美也子 R3.3.31

R2.11.3
R3.8.19
R2.11.3

R3.11.17
下水道建設課 有限会社福嶋商会 R3.1.23
20000057 福嶋　晋 R3.3.31

R3.1.23
R3.8.10
R3.1.23
R3.9.30

下水道建設課 隼総建 R3.1.20
20000060 田出　信也 R3.3.31

R3.1.20
R3.7.8
R3.1.20
R3.8.31
R3.1.20
R3.8.31

下水道建設課 株式会社中山建設 R3.3.31
20000063 中山　善嗣 R3.9.6

R3.3.31
R3.9.6

下水道建設課 有限会社西尾組 R3.3.31
20000064 西尾　雅之 R3.8.27

R3.3.31
R3.8.27

下水道建設課 株式会社ヴァイオス R3.4.1
20000066 吉村　英樹 R3.8.28

R3.4.1
R3.8.28

下水道建設課 良誠工業株式会社 R3.3.31
20000067 中山　勝裕 R3.8.27

R3.3.31
R3.8.27

上・工業用水道管理課 株式会社ナカボーテック　大阪支店 R3.6.1
21000003 林　芳次 R3.8.29

R3.6.1
R3.8.29

90 0.83%R3.8.18 4,147,000 4,015,000 33,000

150 0.20%

R3.5.31 送水管電気防食工事 4,103,000 3,982,000 90

R3.8.11 21,858,100 19,440,300 38,422

150 6.25%

R3.3.30 マンホールトイレ設置工事その４５ 21,814,100 19,401,878 150

R3.8.23 44,276,100 39,732,000 2,335,872

150 5.28%

R3.3.31 本町排水区管渠改築工事その２ 41,672,400 37,396,128 150

R3.8.11 43,662,300 38,856,400 1,947,836

160 0.22%

R3.3.30
既設マンホール浮上防止対策工事その
３

41,473,300 36,908,564 150

R3.8.11 73,184,100 65,516,000 142,230

224 5.76%

R3.3.30
既設マンホール浮上防止対策工事その
２

73,024,600 65,373,770 160

R3.8.16 22,314,600 19,868,200 1,081,648

170

R3.7.2 224

R3.3.12

251

R3.1.19 亀の川第１排水区支線工事 21,099,100 18,786,552 71

R3.8.4

68

R3.3.16 200

R3.1.22 湊南第３排水区支線工事その４ 69,823,600 62,911,059

R3.8.16 380

R3.3.10

R2.11.2 中央処理区支線工事その８ 97,638,200 87,923,199 149
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令和 3年度 8月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００４６号

工 事 名 中央処理区支線工事その８

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　本工事施工において、地元自治会との協議
および仮設駐車場の確保等に時間を要した。
また、私道部の開削工施工時に、所々不要な
コンクリート等が埋め立てられており、はつ
り作業に時間を要し工程に遅れが生じた。
　このことにより、本工事の受注者　株式会
社紀の川建設　代表取締役　泰良美也子より
工事請負契約書第２２条に基づき、工期延長
請求書の提出がありました。検討したところ
妥当と判断しましたので同契約書第２４条に
基づき、令和３年８月１９日から令和３年１
１月１７日まで９０日間の工期延長するもの
である。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００５７号

工 事 名 湊南第３排水区支線工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

 φ300mmVU 管布設工                  L=  7.0m
 φ400mmVU 管布設工                  L= 12.0m
 φ450mmVU 管布設工                  L=120.0m
 φ600mmVU 管布設工                  L= 62.2m
 φ700mmFRPM 管布設工                L=  9.8m
 φ800mmFRPM 管布設工                L= 49.8m
 1700㎜×1000㎜RCボックスカルバート布設工
                                     L= 12.0m
 マンホール工（1号人孔-5、2号人孔-6、3号人孔-1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12か所
 付帯工　　　　　　　　　　　　　　　1式

 整備面積（分流・雨水）　A=0.67ha

変 更 の 理 由

　函渠工において、新型コロナウイルス感染症緊急事態
宣言の影響により製品の納期が遅れたこと、開削管渠工
において、設計時に把握出来ない各種地下埋設管のため
日進量が大幅に低下したことにより不測の日数を要した
ため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００６０号

工 事 名 亀の川第１排水区支線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

  □1600mm×800mm　　　    L= 6.3m

  □1600mm×900mm　　　    L= 5.3m

　付帯工　　　　　　　　　　　 1式

　水道管移設工　　　　　　　　 1式
　

変 更 の 理 由

　本工事施工にあたり、地下埋設物移設延長
が増えたことにより掘削面積が増えたため、
道路管理者と協議した結果、舗装復旧面積が
増えたことにより結果増額となった。
　上記理由により、建設工事請負契約書第１
８条第１項第５号に基づき精査した結果、同
契約書第１８条第４項第２号に該当すると認
められるため、同条第５項及び第２５条適用
により、増額変更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００６３号

工 事 名 　既設マンホール浮上防止対策工事その２

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

　インナーウェイト工　　　　２か所

変 更 の 理 由

　
　既設マンホール浮上防止対策工事その２に
おいて、公共工事設計労務単価の運用に係る
特例措置等について、新労務単価にて請負代
金を算出したことによる増額変更となった。
　このことにより、建設工事請負契約書第１
９条の規定により設計図書の変更を行い、同
２５条の規定により請負代金の増額変更を行
いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年

工 事 番 号 第２０００００６４号

工 事 名 既設マンホール浮上防止対策工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要 　

変 更 の 理 由

　本工事において、No.28のインナーウェイト工作業時間帯を和
歌山西警察署と協議した結果、交通量が多いので夜間作業に変
更したため増額となった。

　上記理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項第５号
に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４項第２号に該当
すると認められるため、同条第５項及び第２５条適用により、
増額変更。
　

インナーウェイト工 2か所



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００６６号

工 事 名 本町排水区管渠改築工事その２

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

管きょ更生工（製管工法）

　　φ９００ｍｍ　　　Ｌ＝１２３．３ｍ

変 更 の 理 由

既設管渠前処理工の追加、更生内径の縮小及
び交通誘導員の増員による増額が生じたた
め、工事請負契約書第１９条及び２５条を適
用し、増額変更するもの。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００６７号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その４５

変更後の工事場所

変更後の工事概要

マンホールトイレ工　　　　　　　　　　　　1式
設置基数（組数）　　　　　　　　　　　 　10基(2組/5基)
マンホール工（1号-4、小型ﾚｼﾞﾝ-1）　　　 　5か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

変 更 の 理 由

　マンホールトイレ設置工事その４５（和歌山市松江
北４丁目地内（和歌山市立松江小学校））において、
令和３年３月公共設計労務単価の運用に係る特例措置
に伴い、新労務単価にて請負代金を算出したところ増
額となった。
このことにより、建設工事請負契約書第19条の規定に
より設計図書の変更を行い、同25条の規定により請負
代金の増額変更を行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００００３号

工 事 名 送水管電気防食工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　ボンド工事　１式

変 更 の 理 由

 本工事において、次のとおり設計変更となり
ます。
・既設アスファルト舗装厚変更（5cm⇒10cm～
15cm）による、土木工事費及び舗装工事費が
増えたことによる増額。

以上のことを建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号及び第４項第２号に基づき精査し
たところ増額となり、同契約書第１８条第５
項を適用し、増額変更するものである。

企業局
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